
さわやかちば県民プラザ等に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

の一部改正について 

 

令和４年３月２２日 

教育庁教育総務課 

043-223-4143 

１ 主な改正点 

本規程の対象となる教育機関から博物館を除く。（第１条、第３条第１項） 

 

２ 施行期日 

 令和４年４月１日 

 


